 (2) 多文化との共生の広場（地域に在住する外国人の支援）
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・日本語教室、母語教室など、南米系日系人を中心に地域に在住する外国人の生活を支援する事業を行う。
・日本人市民と外国人市民が交流を深め、相互に文化を理解し合うためのイベント事業（各国の祭りや文化行事など）を展開する。

・地域に在住する外国人の支援活動などを行っているNPO団体等を育成するために、活動拠点となる事務所スペースを提供する。

(3) 芸術を生かした創生の広場（国際芸術交流）
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・海外のアーティストとのコラボレーションや交換展示など、芸術を通した国際交流活動を展開すると同時に、子どもたちのためのアート教室や公開アトリエなど、地域の住民や観光客に広く開かれた芸術活動も実施していく。

　
(4) ３つの広場の連携
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・海外移住と文化の交流センターは、３つの異なる事業を展開する“複合機能施設”であることから、各機能の相互連携による相乗効果を発揮させ、魅力的で集客力の高い事業を実施していく。

(5) その他
・会議室などの一部の施設について、有料で貸し出すことができる。
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